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令和元年度補正予算プッシュ型事業承継支援高度化事業 

経営者保証コーディネーター 公募要領 

 

大分県商工会連合会では、令和元年度補正予算プッシュ型事業承継支援高度化事業の 

実施に当たり、「経営者保証コーディネーター」を以下の要領で募集します。 

 

Ⅰ．事業の目的 

中小企業・小規模事業者（以下「中小企業」という。）は、地域の経済や雇用を担う重

要な存在です。しかし、今後１０年の間に、７０歳（平均引退年齢）を超える中小企業の

経営者は約２４５万人となり、うち約半数の１２７万（日本企業全体の約３割）が後継者

未定となっています。この現状を放置すると、中小企業の廃業の急増により、令和７年頃

までの１０年間累計で約６５０万人の雇用、約２２兆円のＧＤＰが失われる可能性があり

ます。特に都市部へ人口が流出している地方において後継者問題は深刻であり、廃業によ

る技術･ノウハウの喪失や地域経済の不安定化が危惧されることから、円滑な事業承継に

向けて喫緊に取り組む必要があります。 

事業承継を円滑に行うためには、早期・計画的な準備が不可欠であり、準備に向けた中

小企業経営者の意識喚起や適切な支援の提供が重要です。同時に、事業承継支援は、税

務、法務、財務等の課題が多岐にわたることから、地域の支援機関が一帯となって支援に

取り組む必要があります。 

 

Ⅱ．事業の内容 

１．事業実施地域及び支援対象者 

事業実施地域は、原則として、本事業を実施する機関（以下「実施機関」という。）が

所在する都道府県内とします。また、支援対象者は、原則として実施機関が所在する都道

府県において事業を行う中小企業・小規模事業者等とします。 

２．業務の内容 

① 中小企業が金融機関等から事業活動に要する資金を調達する際に提供する経営者の

個人保証（以下「経営者保証」という。）が、事業承継において後継者を選定する

際の課題になっています。この現状を踏まえ、経営者保証に依存しない融資の後押

しによる円滑な事業承継の促進を目的に、経営者保証の解除に向け、経営者保証に

関するガイドラインに基づいた、中小企業と金融機関の目線合わせの支援を実施し

ます。 

② 事業承継時の課題解決に係る支援を実施します。 

３．契約条件等 

採択後、実施機関と速やかに契約等を締結します。報酬は、原則、日額２２，０００円

（税込）とします。勤務日は月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）の８時３０分か



ら１７時１５分（１２時００分から１３時００分の１時間休憩）とします。契約期間は、

実施機関と全国事務局（野村証券株式会社）が委託契約を締結した日以降から、原則、令

和３年３月３１日までとします。また、Ⅲ．２．④に掲げる採択の取消事由のいずれかに

該当すると認める場合には、実施機関は関連法令を遵守の上、当該契約等を解除すること

ができ、かつ、Ⅲ．２．④に基づき採択が取り消される場合があります。 

 

Ⅲ．応募資格及び応募に当たっての注意事項 

１．応募資格 

次の要件のいずれかに該当する方です。 

① 中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士、その他本事業に必要と考えられる

公的資格を有する者 

② 会社の財務担当責任者等として１０年以上の実務経験を有する者 

③ 企業の財務診断の業務経験を１０年以上有する者 

④ ①～③に準じる能力を有する者 

２．応募に当たっての注意事項 

① 応募申請書等の作成等に係る契約前の費用は、自己負担となります。 

② 本事業による支援によって得られた全ての成果は、原則として支援を受けた中小企

業・小規模事業者等に帰属します。 

③ 経営者保証コーディネーターは、本事業により知り得た支援を受けた中小企業・小

規模事業者等の秘密を厳守するとともに、これを自己の利益のために利用してはな

りません。本事業の終了後も同様とします。 

④ 経営絵者保証コーディネーターが次に掲げる項目のいずれかに該当するときは、採

択を取り消すことができるものとします。 

一 本事業の目的又は内容から逸脱した行為を行ったと認められる場合 

二  申請内容に虚偽があることが判明した場合 

三  国、実施機関又は全国本部に虚偽の報告をしたことが判明した場合 

四  法令等に違反する行為を行ったと認められる場合 

五  社会的信用を失墜する行為を行った場合 

六  心身に著しい障害があるため、経営者保証コーディネーターとしての業務に耐え

られないと認められる場合 

七  その他、本事業の承継コーディネーターとして不適格と認める場合 

 

Ⅳ．経営者保証コーディネーターの選定 

１．選定プロセス等 

大分県商工会連合会において、経営者保証コーディネーターの選定について提出された

履歴書の書面審査を行い、書面審査通過者を面接した上で決定します。 



２．選定基準 

経営者保証コーディネーターの選定は、次の選定基準に基づいて行います。 

① 実施地域の経済・産業事情や中小企業・小規模事業者の事業承継に関する課題、実   

施地域の支援体制・支援ニーズの状況を的確に把握していること。 

② 事業の運営にあたり、本事業への熱意、優れたコミュニケーション能力等を有して

いること。 

③ 中小企業・小規模事業者の経営課題の抽出や課題克服策など経営支援に関する優れ

た知識・経験・実績又は優れた能力・資質を有していること。 

④ 中小企業・小規模事業者の事業承継に関する経営課題の克服を支援するため、適切

に専門人材を活用する優れた経験・実績又は優れた能力・資質を有していること。 

⑤ 実施地域内外の支援機関等との良好な連携関係を構築するにあたり、優れた経験・

ネットワーク又は優れた能力・資質を有していること。 

⑥ 幅広い分野において優れた知見・支援ノウハウを有していること又は知見・支援ノ

ウハウを構築し得る能力・資質を有していること。 

⑦ 実施地域内外の支援機関の特徴、幅広い専門家、国や自治体の施策に関する優れた

知見を有していること又はそうした知識・知見を得る能力・資質を有しているこ

と。 

３．採用者数 

１名 

ただし、今回の公募及び審査において、適当と思われる採用候補者がない場合は採用を

行わず、再度応募者を募集し、審査の上、採用候補者を決定します。 

 

Ⅴ．応募要領 

１．募集期間等スケジュール 

① 募集開始 令和２年３月１０日（火） 

② 募集締切 令和２年３月１９日（金）（１６時必着） 

③ 二次審査（面接審査） 令和２年３月下旬 

※詳細は、一次審査（書面審査）を通過した方へのみご案内します。 

④ 審査結果の連絡 令和２年３月下旬 

⑤ 事業開始予定 令和２年４月１日（水） 

２．応募方法 

次の提出書類を一つの封筒に入れ、提出期限までに大分県商工会連合会（「Ⅵ．問い合

わせ先」参照） へ郵送又は持参してください。また、宛先面に「令和元年度補正プッシ

ュ型事業承継支援強化事業 経営者保証コーディネーター募集に係る書類在中」と朱書き

で記入してください。提出書類は、日本語で作成してください。提出された書類に不備が

ある場合は、受理いたしません。 



（提出書類と提出部数） 

① 履歴書・・・・１部 

② 暴力団排除に関する誓約書・・・・１部 

３．審査結果の連絡 

採用、不採用の結果については、速やかに連絡します。なお、 採用、不採用について

の問い合わせについては、回答しかねるためご了承ください。 

 

Ⅵ．問い合わせ先 

〒８７０−００２６  

大分市金池町３−１−６４ 大分県中小企業会館５階 

大分県商工会連合会 経営支援課 

担当 首東、堤 

TEL：０９７−５３４−９５０７ 

FAX：０９７−５３７−０６１３ 


